
議案の概要と審議結果　（賛成・・・○、反対・・・×） 
会派略称

○平成２３年第４回定例会　(１１月３０日～１２月９日）

自民 公明 共産 民無ク み無会 社会 主権 花マル 議決結果

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

42
件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決

）

○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 可決

12
件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

）

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

区
長
提
出
議
案
 

（

新宿区景観まちづくり条例の一部を改正する条例 「景観法」の改正に伴い、規定を整備する。

新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するほか、「地方公務員法」の改正に伴い、規定を整備
する。

公　明＝新宿区議会公明党
民無ク＝民主･無所属クラブ
社　会＝社会新宿区議会議員団
花マル＝新宿区議会花マルクラブ

議　案　名

予
算

（
5
件

）

新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を
見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の
整備に関する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

新宿区保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例

新宿区立子ども園条例等の一部を改正する条例

平成23年度新宿区一般会計補正予算（第4号）

平成23年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成23年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

平成23年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

平成23年度新宿区一般会計補正予算（第5号）

自　民＝自由民主党新宿区議会議員団
共　産＝日本共産党新宿区議会議員団
み無会＝みんな･無所属の会
主　権＝区民主権の会

市の廃置分合により「鳩ヶ谷市」が廃され、その区域が「川口市」に編入されたことに伴い、規定を整備する。

「障害者自立支援法」の改正に伴い、関係条例の規定を整備する。
1　「災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例」
2　「新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
　　公務災害補償に関する条例」
3　「新宿区立心身障害者通所訓練施設条例」
4　「新宿区立障害者福祉センター条例」
5　「新宿区立福祉作業所条例」
6　「新宿区立新宿生活実習所条例」
7　「新宿区立子育て支援施設の設置及び管理に関する条例」

保育料負担の適正化を図るため、保育料に係る最上位の階層の区分について改めるとともに、所得税等の
年少扶養控除の廃止等により保育料の額への影響が生じないようにする等所要の改正を行う。

1　「中井保育園」と「落合第五幼稚園」を統合し、新たに「おちごなかい子ども園」を設置する。（上落合3-1-6）
2　「柏木子ども園」新園舎の完成に伴い、位置に係る規定を整備する。
3　保育料負担の適正化を図るため、保育料に係る最上位の階層の区分について改めるとともに、所得税等の
　　年少扶養控除の廃止等により保育料の額への影響が生じないようにする等所要の改正を行う。

概　　要

補正予算額：4億6,726万6千円、補正後予算額：1,412億2,150万8千円
補正の理由：（仮称）NPOふれあいひろばの整備に要する経費、心身障害者グループホーム建設事業助成に
要する経費、障害者の自立支援給付に要する経費、（仮称）高田馬場四丁目子ども園等の整備に要する経
費、区民健康センターの移転整備に要する経費、（仮称）新宿保健センター等健康推進施設の設計等に要す
る経費等を計上

補正予算額：△3,829万7千円、補正後予算額：196億3,293万8千円
補正の理由：給与改定等に伴う減等を計上

補正予算額：△2,015万6千円、補正後予算額：350億1,281万9千円
補正の理由：給与改定等に伴う減等を計上

補正予算額：2,752万5千円、補正後予算額：350億3,297万5千円
補正の理由：国及び都支出金の収入超過に伴う返納金を計上

補正予算額：△4億8,488万1千円、補正後予算額：1,407億3,662万7千円
補正の理由：報酬改定及び給与改定等に伴う減等を計上

条
例
の
改
正

（
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自民 公明 共産 民無ク み無会 社会 主権 花マル 議決結果議　案　名 概　　要

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○
1人
棄権

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

起点：下落合二丁目294番6地先、 終点：下落合二丁目310番27地先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

起点：中落合四丁目1370番21地先、 終点：中落合四丁目1370番7地先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

起点：下宮比町2番8地先、 終点：下宮比町6番1地先 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指定管理者を指定する。四谷地域センター（内藤町87） …四谷地域センター運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指定管理者を指定する。牛込簞笥地域センター（簞笥町15） …牛込簞笥地域センター管理運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

（
指定管理者を指定する。榎町地域センター（早稲田町85） …榎町地域センター管理運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

20 指定管理者を指定する。若松地域センター（若松町12-6） …若松地域センター管理運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指定管理者を指定する。大久保地域センター（大久保2-12-7） …大久保地域センター管理運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指定管理者を指定する。戸塚地域センター（高田馬場2-18-1） …戸塚地域センター管理運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指定管理者を指定する。落合第一地域センター（下落合4-6-7） …落合第一地域センター管理運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正
する条例

新宿区教育委員会教育長の給料の月額を改定する。

新宿区監査委員の給料等に関する条例の一部を改正する条例 新宿区監査委員の給料及び報酬の月額を改定する。

新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例 区長及び副区長の給料の月額を改定する。

新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定する。

新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す
る条例

新宿区議会議員の議員報酬の月額を改定する。

特別区道の路線の認定について

公の施設の指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者の指定について

新宿区教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例

（仮称）四谷保健福祉施設・清掃センター等建設建築工事請負契約 

公の施設の指定管理者の指定について

（仮称）四谷保健福祉施設・清掃センター等建設電気設備工事請負契約

公の施設の指定管理者の指定について

特別区道の路線の認定について

（仮称）四谷保健福祉施設・清掃センター等建設空調換気設備工事請負契約 「（仮称）四谷保健福祉施設・清掃センター等建設空調換気設備工事」を施行する。

（仮称）新宿区立新宿リサイクル活動センター等建設建築工事請負契約 「（仮称）新宿区立新宿リサイクル活動センター等建設建築工事」を施行する。

特別区道の路線の認定について

「（仮称）四谷保健福祉施設・清掃センター等建設電気設備工事」を施行する。

「（仮称）四谷保健福祉施設・清掃センター等建設建築工事」を施行する。

新宿区教育委員会の委員の報酬の月額を改定するほか、規定を整備する。

件

）

そ
の
他
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自民 公明 共産 民無ク み無会 社会 主権 花マル 議決結果議　案　名 概　　要

指定管理者を指定する。落合第二地域センター（中落合4-17-13） …落合第二地域センター管理運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指定管理者を指定する。柏木地域センター（北新宿2-3-7） …柏木地域センター管理運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指定管理者を指定する。角筈地域センター（西新宿4-33-7） …角筈地域センター管理運営委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指定管理者を指定する。 百人町地域交流館（百人町2-18-21）

百人町児童館　　　（百人町2-18-21） … テンプスタッフ・ウィッシュ株式会社

指定管理者を指定する。元気館（戸山3-18-1） …株式会社東京アスレティッククラブ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

指定管理者を指定する。区民ギャラリー 　　　　　（西新宿2-11-4）

環境学習情報センター（西新宿2-11-4） …特定非営利活動法人新宿環境活動ネット

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 決定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

公の施設の指定管理者の指定について

新宿区名誉区民選定の同意について

○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ 可決○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

議
員
提
出
議
案

公の施設の指定管理者の指定について

諮問（1件） 人権擁護委員候補者の推薦に関する意見の聴取について

公の施設の指定管理者の指定について

意
見
書

（
3
件

）

草間彌生氏、室瀬和美氏

人事の同意（4件） 新宿区監査委員選任の同意について 猿橋敏雄氏

公の施設の指定管理者の指定について

新宿区教育委員会委員任命の同意について 松尾厚氏

国の防災基本計画には、平成17年に「女性の参画・男女双方の視点」が初めて盛り込まれ、平成20年には「政
策決定過程における女性の参加」が明記された。地域防災計画にも女性の参画・男女双方視点が取り入れら
れつつあるが、具体的な施策にまで反映されているとは必ずしも言えない。
中央防災会議の「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」の報告において
も、防災会議へ女性委員を積極的に登用し、女性の視点を取り入れることへの配慮が盛り込まれている。
防災会議に女性の視点を反映させるため、以下の項目について、国会及び政府に強く求めました。
１　中央防災会議において少なくとも３割以上の女性委員となるように環境整備を進め、今後女性委員を積極
　　的に登用するように努めること。
２　地方防災会議へ女性委員を積極的に登用するため、都道府県知事や市区町村の長の裁量により、地方
　　防災会議に有識者枠を設けることを可能とする災害対策基本法の改正を速やかに行うこと。

原子力発電所の事故等に係る緊急被ばく医療体制は、国の防災基本計画に基づき、原子力施設の立地また
は隣接をする19道府県において行われており、各道府県が指定する初期及び二次被ばく医療機関と、国が指
定する高度専門的な医療を担う三次被ばく医療機関により構成されている。
19の道府県には、医療体制の確保に必要な診療資器材の整備等に要する費用として、原子力発電施設等緊
急時安全対策交付金が交付されているが、その他の都府県には交付されていない。
緊急被ばく医療体制の見直しを行うとともに、すべての都道府県に内部被ばく線量を調べるために放射線物
質の量を体外から測定する装置であるホールボディカウンター等必要な診療資器材を整備するよう、国会及
び政府に強く要望しました。

都区財政調整制度について、以下の事項を十分に踏まえて都区協議に臨むよう、都に強く要望しました。
１　都区の配分割合については、区の実態を踏まえ、区側の配分割合を増やすよう見直すこと。大規模な税制
　　改正や都区の役割分担の変更が行われる場合には、その影響を見極めたうえで、特別区に必要な需要額
　　が担保されるよう配分割合の見直しを行うこと。
２　特別区相互間の財政調整については、特別区の実態を踏まえた適切な算定となるよう、区側の主体的な
　　調整内容を尊重して整理すること。
３　特別交付金の取扱については、透明性・公平性を高めるとともに、可能な限り普通交付金による対応を図る
　　ため、特別交付金の割合については元の2％を基本に見直すこと。

公の施設の指定管理者の指定について

中村雅氏

防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書

緊急被ばく医療体制の確保に関する意見書

都区財政調整制度に関する意見書

公の施設の指定管理者の指定について
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